
別 紙 

1 

 

○ 秋田市中心市街地活性化基本計画 新旧対照表（傍線部分は変更部分） 

 

 

変  更  後 

 

 

変  更  前 

４．土地区画整理事業，市街地再開発事業，道路，公園，駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他

の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

［１］［２］（１）（略） 

 

（２）① 認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業(Ｐ93） 

事業名 

内容及び実施時期 

実施 

主体 

目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他の

事項 

③秋田駅西北地区土地

区画整理事業 

 

（略） 

（略） （略） 〔支援措置〕 

まちづくり

交付金 

 

〔実施時期〕 

平成20年度

～ 

平成 26 年度 

 

 

（２）② 認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業(Ｐ97） 

事業名 

内容及び実施時期 

実施 

主体 

目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他の

事項 

⑦千秋久保田町線 

 

〔内容〕 

秋田駅西北地区土地区

画整理事業区域外の都

市計画道路・千秋久保田

町線の整備 

Ｌ=120ｍ Ｗ=20ｍ 

〔実施時期〕 

平成21年度～平成26年

度 

市 千秋久保田町線（Ｌ＝350ｍ、Ｗ＝

20ｍ）は、ＪＲ奥羽本線により分断

された中心市街地を東西に連絡する

千秋山崎線と結ぶものであり、秋田

駅西北地区土地区画整理事業の一環

として整備するものであるが、一部

（Ｌ＝120ｍ、Ｗ＝20ｍ）が当該区画

整理事業区域外であるため、その路

線を切り離して整備するものであ

る。 

秋田駅西口との交通アクセス性を

向上させ、自動車交通の混雑を緩和

するとともに、歩行者と自転車利用

者の利便性向上のため必要な事業で

ある。 

（歩行者・自転車通行量） 

 

〔支援措置〕 

街路事業 

 

〔実施時期〕 

平成21年度

～ 

平成 26 年度 

 

 

４．土地区画整理事業，市街地再開発事業，道路，公園，駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他

の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

［１］［２］（１）（略） 

 

（２）① 認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業(Ｐ93） 

事業名 

内容及び実施時期 

実施 

主体 

目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他の

事項 

③秋田駅西北地区土地

区画整理事業 

 

（略） 

（略） （略） 〔支援措置〕 

まちづくり

交付金 

 

〔実施時期〕 

平成20年度

～ 

平成 21 年度 

 

 

（２）② 認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業(Ｐ97） 

事業名 

内容及び実施時期 

実施 

主体 

目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他の

事項 

（（４）から移設）     
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変  更  後 

 

 

変  更  前 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関

する事項 

［１］［２］（１）（略） 

 

（２）① 認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業(Ｐ111） 

事業名 

内容及び実施時期 

実施 

主体 

目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他の

事項 

⑱まちづくり市民活動

育成・支援事業 

 

〔内容〕 

市民協働のまちづくり

の担い手となる人材を

育成するため、官民連携

による「市民参加のまち

づくりフォーラム」を実

施 

 

〔実施時期〕 

平成17年度～平成26年

度 

（略） （略） 〔支援措置〕 

まちづくり

交付金 

 

〔実施時期〕 

平成20年度

～ 

平成 26 年度  

 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関

する事項 

［１］［２］（１）（略） 

 

（２）① 認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業(Ｐ111） 

事業名 

内容及び実施時期 

実施 

主体 

目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他の

事項 

⑱まちづくり市民活動

育成・支援事業 

 

〔内容〕 

市民協働のまちづくり

の担い手となる人材を

育成するため、「市民

参加のまちづくりフォ

ーラム」を実施 

 

〔実施時期〕 

平成17年度～ 

 

（略） （略） 〔支援措置〕 

まちづくり

交付金 

 

〔実施時期〕 

平成20年度

～ 

平成 21 年度  

 

 

 


